
請

願

第

十

号 

  
 

 
「

議

会

と

市

民

の

情

報

共

有

」

お

よ

び

「

議

会

運

営

に

お

け

る

市

民

参

画

と

協

働

」

を

保

証

す

る

議

会

基

本

条

例

は

、

議

会

改

革

の

中

心

課

題

と

位

置

づ

け

、

審

議

を

始

め

る

こ

と

を

求

め

る

請

願 

 

主 

旨 

一 

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

は

、

全

国

的

に

も

県

内

で

も

出

遅

れ

て

い

る

。 

 
 

二 

議

会

基

本

条

例

制

定

は

「

議

会

改

革

」

の

背

骨

で

あ

り

中

心

的

課

題

で

あ

る

。 

三 

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

意

見

を

交

わ

す

こ

と

が

「

議

会

改

革

」

に

つ

な

が

る

。 

 
 

四 

議

会

基

本

条

例

の

審

議

に

つ

い

て

は

、

全

議

員

参

画

・

提

案

お

よ

び

市

民

参

画

型

で

行

っ

て

い

く

こ

と

を

期

待

す

る

。 

 

 

理 

由 

一 

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

は

、

全

国

的

に

も

県

内

で

も

出

遅

れ

て

い

る

。 

（

一

）

議

会

基

本

条

例

制

定

を

中

心

に

し

て

、
「

議

会

改

革

」

の

う

ね

り

が

全

国

規

模

で

起

き

て

い

る

。 

 
 

 

全

国

一

，

七

八

八

自

治

体

の

七

〇

〇

以

上

（

四

割

以

上

）
、

政

令

指

定

都

市

で

は

二

〇

議

会

の

う

ち

一

六

議

会
（

八

割

）
で

、
熊

本

県

下

で

は

一

五

市

町

村

で

制

定

さ

れ

て

い

る

。
熊

本

市

は

連

携

中

枢

都

市

で

あ

る

が

、
そ

の

連

携

す

る

一

六

市

町

村

の

う

ち

議

会

基

本

条

例

を

制

定

し

て

い

る

自

治

体



も

拡

大

し

て

い

る

。 

 
 

 

こ

の

歴

史

的

な

地

方

議

会

の

転

換

期

に

、

熊

本

市

議

会

が

議

会

基

本

条

例

制

定

に

歩

み

だ

す

か

、

「

残

り

四

政

令

市

の

中

で

ラ

ス

ト

ラ

ン

ナ

ー

」
に

な

る

の

か

、
重

大

な

態

度

表

明

が

迫

ら

れ

て

い

る

。 
（

二

）

福

岡

市

で

は

議

会

基

本

条

例

制

定

に

動

き

出

し

た

。 

 
 

 
福

岡

市

議

会

に

つ

い

て

は

、「

西

日

本

新

聞

」（

二

〇

十

七

年

六

月

二

十

日

）
で

以

下

の

よ

う

に

報

道

さ

れ

て

い

る

。 
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福

岡

市

議

会

の

議

会

改

革

調

査

特

別

委

員

会
（

打

越

基

安

委

員

長

）
が

六

月

十

九

日

開

か

れ

、
改

革

の
「

本

丸

」
で

あ

る

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

本

格

的

な

協

議

に

着

手

し

た

。
政

務

活

動

費

不

正

な

ど

全

国

的

に

地

方

議

会

に

厳

し

い

目

が

向

け

ら

れ

る

中

、
特

別

委

は

全

会

派

一

致

の

原

則

の

下

に

一

歩

ず

つ

前

進

し

て

き

た

も

の

の

、
最

新

の

議

会

改

革

度

ラ

ン

キ

ン

グ

で

福

岡

市

は

二

〇

政

令

市

中

、

一

五

位

。
改

革

の

シ

ン

ボ

ル

と

な

る

議

会

基

本

条

例

を

巡

っ

て

は

各

会

派

間

で

温

度

差

も

あ

り

、
議

論

の

行

方

が

注

目

さ

れ

る

。 

 
 

 
 

 
 

特

別

委

は

二

〇

十

五

年

九

月

、

小

畠

久

弥

議

長

が

主

導

し

、

公

開

性

の

向

上

や

住

民

意

見

の

反

映

な

ど

を

付

託

事

項

と

し

て

発

足

し

た

。

こ

れ

ま

で

に

、

請

願

審

査

時

に

紹

介

議

員

が

趣

旨

説

明

を

し

た

り

、

他

の

議

員

と

の

間

で

質

疑

を

し

た

り

で

き

る

よ

う

に

す

る

な

ど

、

一

定

の

具

体

的

成

果

を

出

し

て

き

た

＝

以

下

参

照

。 

 
 

 
 

 
 

福

岡

市

議

会

改

革

の

決

定

事

項 



 
 

 
 

 
 

Ａ 

常

任

委

員

会

の

議

案

の

請

願

の

採

択

を

傍

聴

者

に

公

開

（

二

〇

十

五

年

十

二

月

定

例

会

か

ら

実

施

） 

 
 

 
 

 
 

Ｂ 

請

願

審

査

時

、

紹

介

議

員

に

対

し

て

他

の

議

員

が

質

疑

を

で

き

る

よ

う

に

す

る

（

二

〇

十

六

年

九

月

以

降

に

受

理

し

た

請

願

で

実

施

） 

二

〇

十

六

年

五

月

ま

で

委

員

長

を

務

め

た

川

上

晋

平

市

議

（

自

民

）

は

「

市

民

に

オ

ー

プ

ン

で

分

か

り

や

す

い
『

見

え

る

議

会

』
を

目

指

し

て

い

る

。
市

議

選

の

投

票

率

向

上

に

も

つ

な

げ

た

い

」

と

話

す

。 

一

方

、

早

稲

田

大

マ

ニ

フ

ェ

ス

ト

研

究

所

が

今

月

公

開

し

た

二

〇

十

六

年

度

の

議

会

改

革

度

ラ

ン

キ

ン

グ

で

は

、

福

岡

市

は

前

年

度

か

ら

順

位

を

一

つ

下

げ

た

。

ラ

ン

キ

ン

グ

は

議

会

が

果

た

す

べ

き

役

割

と

し

て

三

つ

の

柱

を

挙

げ

て

い

る

が

、

二

〇

政

令

市

中

、
「

情

報

共

有

」

九

位

、
「

住

民

参

加

」
一

七

位

、
「

機

能

強

化

」
一

八

位

と

低

い

。
巻

き

返

し

に

は

、
福

岡

、
仙

台

、
大

阪

、
熊

本

を

除

く

一

六

政

令

市

が

既

に

制

定

済

み

の

議

会

基

本

条

例

が

カ

ギ

に

な

る

。 

福

岡

市

議

会

改

革

委

員

会

で

は

、

二

〇

十

五

年

か

ら

付

託

事

項

（

一

）

の

「

議

会

改

革

に

関

す

る

調

査

」

を

、

二

〇

十

七

年

一

月

か

ら

は

付

託

事

項

（

二

）

の

議

会

基

本

条

例

に

関

す

る

調

査

を

行

い

、

福

岡

市

議

会

は

議

会

基

本

条

例

に

関

す

る

調

査

の

た

め

、

識

者

に

よ

る

参

考

人

と

し

て

二

〇

十

七

年

十

二

月

一

日

に

金

井

利

之

教

授

（

東

京

大

学

）

を

、

二

〇

十

八

年

一

月

十

五

日

に

廣

瀬

克

哉

教

授

（

法

政

大

学

副

学

長

・

行

政

学

）

を

招

致

し

た

。 

二 

議

会

基

本

条

例

制

定

は

「

議

会

改

革

」

の

背

骨

で

あ

り

中

心

的

課

題

で

あ

る

。 



（

一

）

議

会

基

本

条

例

は

、
「

議

会

の

あ

り

方

と

議

員

の

責

務

」

の

事

項

に

つ

い

て

の

「

最

高

規

範

」

と

い

う

性

格

を

持

ち

、
こ

の

条

例

の

趣

旨

に

沿

っ

て

議

会

に

関

す

る

条

例

、
議

会

規

則

、
議

会

告

示

等

を

見

直

し

、

議

会

活

性

化

と

議

会

改

革

を

議

会

に

求

め

て

い

る

。 
（

二

）
こ

の

条

例

は
「

議

会

と

市

長

・

執

行

機

関

の

原

則

的

関

係

」
と
「

議

会

の

役

割

と

責

任

」
を

定

め

る

。
二

元

代

表

制

の

下

、
独

立

対

等

の

関

係

で

あ

る

議

会

は

、
議

事

機

関

と

し

て

熊

本

市

行

政

の
《

意

思

決

定

》
を

行

い

、
地

方

公

共

団

体

の

行

政

全

般

に

つ

い

て
《

政

治

的

責

任

》
を

負

っ

て

い

る

。
行

政

執

行

の

構

想

・

計

画

・

実

施

・
評

価

す

べ

て

の

段

階

に

お

い

て

、
議

会

は

そ

れ

ら

を

監

視

し

、
団

体

意

思

の

執

行

を

《

監

督

》

す

る

役

割

を

持

つ

。 

 
 

 
 

 

議

会

は

、
市

長

が

提

案

す

る

計

画

、
政

策

、
施

策

、
事

業

等

に

つ

い

て

、
政

策

等

の

水

準

の

向

上

及

び

市

民

へ

の

公

開

の

た

め

、
市

長

に

対

し

て

、
①

政

策

等

を

必

要

と

す

る

背

景

、
②

提

案

に

至

る

ま

で

の

経

緯

（

検

討

し

た

他

の

政

策

案

・

他

の

自

治

体

の

類

似

す

る

政

策

と

の

比

較

検

討

）
、

③

市

民

参

加

の

実

施

の

有

無

及

び

そ

の

内

容

、
④

熊

本

市

総

合

計

画

と

の

整

合

性

、
⑤

関

係

あ

る

法

令

及

び

条

例

等

、
⑥

財

源

措

置

、
⑦

将

来

に

わ

た

る

効

果

及

び

費

用

等

、
政

策

等

の

決

定

過

程

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

求

め

る

よ

う

に

な

る

。 

（

三

）
こ

の

条

例

は

、
「

議

会

の

権

限

と

役

割

」
を

最

大

限

に

拡

大

・

強

化

し

、
《

各

議

員

の

能

力

》
を

も 

最

大

限

に

発

揮

さ

せ

る

も

の

と

な

る

。 

 
 

 
 

 

こ

の

条

例

は

、
市

長

が

提

案

す

る

議

案

に

意

思

表

示

を

す

る

だ

け

の

議

会

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

、

各

議

員

の

「

政

策

立

案

能

力

」

を

高

め

、
「

議

員

提

案

事

項

」

を

増

や

し

、

議

会

・

各

委

員

会



に

お

け

る

「

議

員

相

互

間

の

自

由

な

討

議

」

を

保

障

す

る

こ

と

に

な

る

。 

 
 

 
 

 

各

委

員

会

に

お

い

て

、
論

点

を

明

確

に

し

、
事

実

と

根

拠

に

基

づ

い

て

、
議

員

間

に

お

い

て

自

由

闊

達

で

十

分

な

議

論

を

行

う

こ

と

を

求

め

る

こ

と

に

な

る

。
議

員

間

の

議

論

の

前

提

と

し

て

、
委

員

会

は

必

要

に

応

じ

て

、
議

員

協

働

の

十

分

な
「

調

査

」
を

行

う

こ

と

が

必

要

と

な

る

。
委

員

会

に

お

い

て

は

、
自

由

討

議

に

よ

り

論

点
・
争

点

を

発

見
・
整

理
・
公

開

を

行

い

、
議

論

を

尽

く

し

て

合

意

形

成

に

努

め

る

こ

と

が

、
合

議

制

と

い

う

議

会

の

特

性

が

生

か

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。
こ

の

過

程

を

通

す

こ

と

で

、
市

民

生

活

へ

の

十

分

な

配

慮

し

た

熊

本

市

の

団

体

意

思

が

統

一

的

に

形

成
・
決

定

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。 

（

四

）
こ

の

条

例

は

、
《

質

的

に

高

い

段

階

の

議

会

運

営

と

活

動

》
を

条

例

で

保

障

し

、
「

市

民

に

分

か

り 

や

す

い

、

透

明

性

の

高

い

議

会

」

を

求

め

る

条

例

で

あ

る

。 

 
 

 
 

 

「

課

題

の

掘

り

起

こ

し

」
「

政

策

立

案

」
「

施

策

の

監

視

」
と

い

う

議

会

の

機

能

を

発

揮

す

る

た

め

に

市

政

及

び

議

会

運

営

に

お

け

る

「

市

民

と

の

情

報

共

有

及

び

市

民

参

画

と

協

働

」

を

保

障

す

る

。

議

会

が

「

住

民

と

対

話

す

る

場

」

を

積

極

的

に

開

き

、
「

市

民

の

提

案

・

意

見

」

を

積

極

的

に

受

け

入

れ

、
請

願
・
陳

情

等

は

市

民

の
「

政

策

提

案

」
と

し

て

位

置

づ

け

、
政

策

に

反

映

し

て

い

く

こ

と

に

な

る

。 

 
 

 
 

 

委

員

会

審

議

の

過

程

で

、
請

願
・
陳

情

の

提

案

者

の

説

明

及

び

意

見

を

聴

く

機

会

を

設

け

る

な

ど

、

市

民

に

開

か

れ

た

市

民

参

画

の

議

会

運

営

な

ど

が

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

。 

（

五

）

こ

の

条

例

は

、

憲

法

の

「

地

方

自

治

の

本

旨

」

で

あ

る

《

自

治

体

の

意

思

決

定

過

程

へ

の

住

民 
 

 



参

加

》
と

改

正

地

方

自

治

法

の

求

め

る
「

議

会

改

革

」
を

推

進

し

て

い

く

こ

と

を

使

命

と

す

る

。
地

方

分

権

と

自

治

体

の

地

方

立

法

権
（

条

例

制

定

権

）
の

強

化
・
拡

大

に

よ

り

、
議

会

の

権

限
・
役

割

・

責

任

は

ま

す

ま

す

重

要

に

な

っ

て

き

て

い

る

。 

 
 

 
 

 
 

各

議

員

も

各

会

派

も

、

こ

れ

ま

で

の

熊

本

市

議

会

の

《

慣

例

》

と

い

う

古

い

考

え

方

、

旧

来

の

活

動

ス

タ

イ

ル

を

変

え

、
《

新

し

い

地

方

議

会

》

の

特

性

に

基

づ

い

た

熊

本

市

議

会

を

創

造

し

て

い

く

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

く

る

。 

 
 

三 

議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

意

見

を

交

わ

す

こ

と

が

「

議

会

改

革

」

に

つ

な

が

る

。 

 
 

 

（

一

）

議

会

基

本

条

例

の

制

定

は

、

こ

れ

ま

で

の

議

会

改

革

と

は

、

そ

の

内

容

と

目

的

、

性

格

に

お

い

て

質

的

に

異

な

っ

て

お

り

、

様

々

な

議

会

改

革

を

実

現

す

る

戦

略

的

な

課

題

と

な

る

。 

 
 

 
 

 
 

議

会

基

本

条

例

の

制

定

に

よ

り

、

議

会

及

び

各

議

員

の

活

動

は

質

的

に

高

い

も

の

と

な

り

、

議

会
・
議

員

の

あ

り

方

を

新

し

い

段

階

へ

と

切

り

開

か

れ

る

こ

と

に

な

る

。「

開

か

れ

た

議

会

」
と
「

開

か

れ

た

行

政

」

と

な

り

、

真

に

独

立

し

た

議

会

と

行

政

の

対

等

な

関

係

が

始

ま

り

、

議

会

に

よ

る

地

方

公

共

団

体

の

意

思

決

定

と

そ

の

決

定

に

基

づ

く

行

政

の

執

行

が

確

か

な

も

の

と

な

る

。

こ

の

こ

と

で

議

会

へ

の

信

頼

感

と

さ

ら

な

る

期

待

が

高

ま

り

、

市

民

の

た

め

の

市

政

お

よ

び

施

策

が

実

現

可

能

と

な

る

。 

（

二

）
自

治

基

本

条

例

の

制

定

に

よ

り

、
熊

本

市

の

市

長

・

執

行

機

関

は

、
制

度

と

し

て
「

市

民

に

開

か

れ

た

行

政

」
に

歩

み

だ

し

た

。
し

か

し

な

が

ら

二

元

代

表

制

の

地

方

の

柱

で

あ

る

議

会

は

、
未

だ
「

市

民

に

開

か

れ

た

議

会

」
に

向

か

っ

て

い

な

い

。
早

急

に
「

開

か

れ

た

議

会

」
に

か

じ

を

取

る

べ

き

で



あ

る

。 

（

三

）
二

〇

〇

九

年

九

月

九

日

議

会

へ

提

案

さ

れ

た

、
く

ま

も

と

未

来

作

成 

く

ま

も

と

市

議

会
「

が

ま

だ

す

」
条

例
（

議

会

基

本

条

例

）
は

、
九

月

十

八

日

議

会

運

営

委

員

会

に

付

託

さ

れ

た

が

、
継

続

審

議

に

す

る

こ

と

な

く

、

賛

成

少

数

で

否

決

さ

れ

た

。 

 
 

 
し

か

し

、
そ

の

際

の

討

論

に

お

い

て

は

、
議

会

活

性

化

検

討

会

副

委

員

長

も

交

え

て

、
議

会

運

営

委

員

会

で

の

議

論

・

検

討

す

る

こ

と

に

つ

い

て

前

向

き

な

意

見

が

交

わ

さ

れ

た

。 

 
 

 

そ

の

後

も

議

会

活

性

化

検

討

会

で

は

、
議

会

基

本

条

例

を

制

定

し

た

多

く

の

議

会

の

視

察

を

行

っ

て

い

る

。

ま

た

専

門

家

の

講

演

・

助

言

・

意

見

を

聴

き

、
「

議

会

改

革

の

背

骨

で

あ

り

、

中

心

課

題

で

あ

る

議

会

基

本

条

例

を

ぜ

ひ

つ

く

っ

て

ほ

し

い

」
と

提

案
・

助

言

も

受

け

て

い

る

。
し

か

し
「

議

会

活

性

化

検

討

会

」
で

は

、
委

員

の

中

で

誰

一

人

、
議

会

基

本

条

例

の

制

定

の

た

め

の

議

題

提

案

を

し

て

い

な

い

。

何

の

た

め

の

視

察

だ

っ

た

の

か

、

疑

問

で

あ

る

。 
 

 
 

四 

議

会

基

本

条

例

の

審

議

に

つ

い

て

は

、
全

議

員

参

画
・
提

案

お

よ

び

市

民

参

画

型

で

行

っ

て

い

く

こ

と

の

確

認

を

求

め

る

。 

 
 

議

会

運

営

委

員

会

で

、

各

会

派

か

ら

、
「

全

議

員

に

関

わ

る

こ

と

で

あ

る

か

ら

改

選

後

の

議

会

に

お

い

て

、
議

会

基

本

条

例

の

必

要

性

に

つ

い

て

審

議

し

て

い

く

」
と

い

う

意

見

が

出

さ

れ

ま

し

た

。
ま

た
「

議

会

基

本

条

例

と

い

う

の

は

、

議

会

の

最

高

規

範

と

な

る

よ

う

な

も

の

」
「

拙

速

に

結

論

を

出

す

べ

き

も

の

で

は

な

い

」
「

全

会

派

、
全

議

員

の

合

意

の

も

と

に

制

定

し

て

い

く

べ

き

」「

十

分

か

つ

慎

重

な

検

討

が

必

要

」
「

他

都

市

の

こ

と

な

ど

も

踏

ま

え

な

が

ら

、

十

分

な

検

討

が

必

要

」

な

ど

と

い

う

意

見

が

出

さ

れ

て



い

ま

す

。 

ま

た

原

口

委

員

長

は

雑

誌

の

取

材

に
「

議

会

基

本

条

例

は

市

政

に

と

っ

て

重

要

な

も

の

。
そ

れ

だ

け

に

じ

っ

く

り

と

議

論

し

て

仕

上

げ

な

い

と

い

け

な

い

」
。
（

中

略

）
「

選

挙

後

に

新

し

い

議

会

で

し

っ

か

り

、

時

間

を

か

け

て

議

論

し

よ

う

と

委

員

会

で

合

意

し

て

い

ま

し

た

」

と

答

え

て

い

ま

す

。 
議

会

で

し

っ

か

り

審

議

し

て

い

く

た

め

に

は

、

制

定

し

た

他

都

市

に

学

び

、
「

熊

本

市

議

会

に

不

足

し

て

い

る

も

の

は

何

か

」
「

現

在

の

市

議

会

に

求

め

る

役

割

・

機

能

」

な

ど

ア

ン

ケ

ー

ト

な

ど

を

と

り

、

市

民

の

声

を

聴

く

こ

と

か

ら

始

め

、
さ

ら

に

市

民

も

参

画

で

き

る

市

民

と

議

会
・
全

議

員

の

共

同

で
「

議

会

基

本

条

例

」

が

制

定

さ

れ

て

い

く

こ

と

を

期

待

し

て

い

ま

す

。 

『

日

経

グ

ロ

ー

カ

ル

三

五

〇

号

』
（

二

〇

十

八

年

十

月

十

五

日

発

行

）
で

は

、
「

地

方

議

会

が

議

会

の

活

力

向

上

へ

向

け

て

動

き

出

し

た

。
本

誌

が

全

国

八

一

五

市

区

議

会

を

対

象

に

、
従

来

の

改

革

へ

の

取

り

組

み

に

加

え

、
住

民

の

関

心

や

議

会

の

魅

力

度

、
制

度

の

活

用

ぶ

り

な

ど

を

尋

ね

た
「

議

会

活

力

度

」
調

査

に

よ

る

と

、

西

脇

市

（

兵

庫

県

）

を

ト

ッ

プ

に

、

那

覇

市

（

沖

縄

県

）
、

四

日

市

市

（

三

重

県

）

が

ベ

ス

ト

ス

リ

ー

と

な

っ

た

。
（

中

略

）
「

開

か

れ

た

議

会

」
の

実

現

へ

努

力

を

重

ね

て

い

る

。
制

度

面

で

は

首

長

ら

の

反

問

を

過

半

数

の

議

会

が

認

め

る

一

方

、
執

行

部

を

交

え

な

い

議

員

間

の

自

由

討

議

を

常

任

委

員

会

で

実

施

し

た

議

会

は

二

割

弱

に

と

ど

ま

っ

た

。
議

会

基

本

条

例

の

制

定

な

ど

改

革

の

波

は

広

が

る

が

、
実

際

の

運

用

や

住

民

の

支

持

獲

得

に

向

け

た

模

索

が

続

い

て

い

る

。
」

と

議

会

改

革

が

注

目

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

熊

本

市

は

ラ

ン

キ

ン

グ

を

見

て

も

遅

れ

て

い

る

こ

と

が

見

え

て

き

ま

す

。 

各

会

派

・
各

議

員

に

よ

る
「

議

会

基

本

条

例

」
の

調

査

・

研

究

・

検

討

の

取

り

組

み

が

始

ま

る

こ

と

を



期

待

し

、
議

会

に

お

い

て

も

統

一

地

方

選

挙

後

の

六

月

議

会

を

待

つ

ま

で

も

な

く

、
議

会

基

本

条

例

に

つ

い

て

意

見

交

換

お

よ

び

審

議

を

始

め

る

こ

と

を

求

め

ま

す

。 

 
以

上

、

請

願

い

た

し

ま

す

。 

 

平

成

三

十

年

十

二

月

十

一

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紹

介

議
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緒 

方 

夕 
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熊

本

市

議

会

議

長 

 
 

 
 

く 

つ 

き 

信 

哉 

殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


